
(令和5年1月1日現在）

（単位:円）裁判官･検察官の給与月額表
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(注）

1裁判官及び検察官の項中､｢判｣、｢補｣、｢簡｣、｢検｣及び｢副｣.は､それぞれ判事､判事補､簡易裁判所判事､検事及び副検事を示し､○印は､裁判官の報酬等に関する
法律第15条の報酬又は検察官の俸給等に関する法律第9条の俸給を､アラビア数字は､前記両法律別表の号を示すb

2地域手当は､東京都(特別区)(支給割合:20%)の場合の月額による(東京都(特別区)は1級地に該当)。

3扶養手当は､配偶者(3,500円又は6,500円)及び子1人(10,000円)を扶養親族とする場合の月額による。
4初任給調整手当は､副検事には支給されない。

5 「補5､簡10､検13､副8｣から｢補12,簡17,検20,副15｣までの｢月額の合計｣及び｢年収合計額｣の各欄は､初任給調整手当を受ける者についての額を掲げた。
6期末手当及び勤勉手当は､各支給月ごとの月額を掲げた。
ただし､「高裁長官｣及び｢次長検事･検事長｣以上の者は､期末手当(3.3月分)のみで､勤勉手当の支給はない｡また､｢判1～8｣、｢簡○～4｣、｢検1～8｣及び｢副○～
2｣の者は､期末手当(1.25月分)及び勤勉手当(2.05月分)を､｢補1～4｣、｢簡5～9｣、｢検9～12｣及び｢副3～7｣の者については､期末手当(2.0月分)及び勤勉手当
（2.4月分)を､｢補5｣､｢簡10｣、｢検13｣及び｢副8｣以下の者については､期末手当(2.4月分)及び勤勉手当(2.0月分)をそれぞれ掲げた。
なお､これらの手当の算定の基礎となる給与には､｢補2｣､｢簡7｣、｢検10｣及び｢副5｣以上の者については報酬又は俸給月額の25%を､｢補3,4｣、｢簡8,9｣、｢検11,1
2｣及び｢副6,7｣の者については報酬又は俸給月額の15％を加算した上もこれらの者については更に報酬又は俸給月額にこれに対する地域手当を加えた額の20％を加
算し､｢補5～8j、｢簡10～13｣、｢検13～16｣及び｢副8～11｣の者については報酬又は俸給月額にこれに対する地域手当を加えた額の15%を､｢補9,10｣、｢簡14,1
5｣、｢検17,18｣及び｢副12,13｣の者については報酬又は俸給月額にこれに対する地域手当を加えた額の10％を､｢補11,12｣、｢簡16,17｣、｢検19,20j及び｢副14~
16｣の者については報酬又は俸給月額にこれに対する地域手当を加えた額の5％を加算した。
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